
１．樹木伐採等の開始時期
【関 川】 令和８年４月２７日（月）～

稲田橋上流（関川右岸8.2k+100m）より開始

２．クマ被害防止の観点を踏まえた対応のポイント
クマ被害防止の観点を踏まえた対応のポイントは、主に以下のとおりです。
○河川管理上必要な草刈り、樹木伐採、草木の踏み倒し等の維持管理において、クマ被害
防止の観点も踏まえ、施工順序や実施箇所等を工夫して実施

○関係機関との情報共有体制の構築
○関係機関との公物管理などを通じた情報提供
○クマ対策等にかかる設置物の占用許可手続きの円滑な実施

３．取材対応
取材は以下のお問い合わせ先にお申し込み下さい。
関川での対策に関すること 河川管理課長 丸山 誠
事務所の取組みに関すること 河川管理課長 丸山 誠、副所長(河川担当) 小野 伊佐緒

クマによる住民被害を軽減するため
～関川においてもクマ被害防止の観点を踏まえた対策を行います～
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高田河川国道事務所では、河道の適正な管理のために実施する草刈り、樹木
伐採、草木の踏み倒し等の維持管理にあたり、クマ被害防止の観点も踏まえ、
関係自治体と連携しながら、施工順序や実施箇所などを工夫して進めます。
これにより、河川区域における見通しの確保によりクマの早期発見につなげ、

地域住民の安全・安心の確保に寄与することを期待しています。
関川については４月２７日より樹木伐採、草木の踏み荒らし等を開始します

（姫川については４月１５日より開始し、４月２４日完了予定）
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お問い合わせ先

高田河川国道事務所
お の い さ お まるやま まこと

副所長（河川担当） 小野伊佐緒、 河川管理課長 丸山誠
TEL : 025-523-3136（代表） FAX : 025-526-0411
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